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阪南市立公民館指定管理者候補者の選定について 

 

生涯学習部　生涯学習推進室 

中 央 公 民 館 

 

阪南市立公民館指定管理者候補者の選定について、計５回の阪南市立公民館指定

管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）等を開催し、慎重に調査・審議

した結果、以下のとおり指定管理者候補者を選定しました。 
 

１．指定期間 

令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

２．選定経過 

令和７年 

３月２５日　　第１回選定委員会開催（指定管理者の選定基準について） 

４月１６日　　第２回選定委員会開催（募集要項等について） 

５月  １日～　募集要項等の公表 

５月  ９日　　応募説明会 

５月２７日 

～６月１２日   

７月  １日　　第３回選定委員会開催（提案説明、質疑・応答） 

８月  １日　  第４・５回選定委員会開催（質疑・応答の継続、指定管理者候補者の

選定） 
 

３．選定方法及び選定結果 

（１）選定方法 

第１・２回選定委員会にて、指定管理者候補者を選定するための選定基準、審査項

目及び採点方法等を審議しました。 
配点については、委員１名あたり３００点を満点とし、指定管理者候補者の選定に

係る提案説明会に出席の委員（全７名）の配点合計のうち、最高点と最低点を除いた

委員（５名分）の評価点の合計（満点：３００点×５名＝１，５００点）を当該申請

者の総合点とすることとしました。 

また、総合点が満点の６０％（９００点）に満たない場合は、指定管理者の候補者

に選定しないこととしました。 

 

（２）申請者 

①尾崎公民館 

申請者　一般社団法人　こうとく（１団体） 

大阪府和泉市和気町４-７-２-３０９ 

 

応募受付期間
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②東鳥取公民館 

申請者　特定非営利活動法人　子どもＮＰＯはらっぱ（１団体） 

阪南市下出４７７番地の５ 

 

③西鳥取公民館 

申請者　特定非営利活動法人　子どもＮＰＯはらっぱ（１団体） 

阪南市下出４７７番地の５ 
 

（３）選定結果 

 

（４）選定概要 

①尾崎公民館 

第５回選定委員会において、各委員が選定基準に基づき採点を行った結果、総合

点（１，１５０点）が満点の７６．６％となり、６０．０％を上回っていたため、

一般社団法人こうとくを指定管理者候補者に選定しました。 
 

②東鳥取公民館 

第５回選定委員会において、各委員が選定基準に基づき採点を行った結果、総合

点が満点の６０．０％を下回っていたため、特定非営利活動法人子どもＮＰＯは

らっぱを指定管理者候補者に不選定としました。 

 

③西鳥取公民館 

第５回選定委員会において、各委員が選定基準に基づき採点を行った結果、総合

点が満点の６０．０％を下回っていたため、特定非営利活動法人子どもＮＰＯは

らっぱを指定管理者候補者に不選定としました。 

 申 請 者 選定結果

 
尾崎公民館 

（１団体応募）
一般社団法人こうとく 選　定

 
東鳥取公民館 

（１団体応募）

特定非営利活動法人 
子どもＮＰＯはらっぱ

不選定

 
西鳥取公民館 

（１団体応募）

特定非営利活動法人 
子どもＮＰＯはらっぱ

不選定
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別表【尾崎公民館】

【総合点】

※選定委員（全７名）の配点合計のうち、最高点と最低点を除いた５名分の評価

点の合計を、当該申請者の総合点とする。（満点:３００点×５名＝１，５００点）

【参考】

指定管理者候補者の選定基準及び配点等（5名分）

団体名 総合点 得点率 選定結果

一般社団法人こうとく １,１５０点 ７６．６％ 選定する

選定基準 評価項目 配点

第 1位

一般社団法

人こうとく

①市民の平等な利

用が確保されるこ

と

①公の施設の公共性・公平性に対する考え方
②施設間のサービス内容の平準化に対する考え方
③個人情報の保護に対する対応方針と社会的弱者への配慮、
緊急時の対応

15 点×5 名

＝75 点
61 点

②管理を安定して

行う物的能力及び

人的能力を有する

こと

①団体の組織の状況
②団体の事業実績（過去の事業実績を含む）
③施設の管理運営に必要な資産（財政力）
④職員の人員配置（勤務体制・配置体制・人数等）
⑤職員の研修方針と人的能力の確保

50 点×5 名

＝250 点
186 点

③管理経費の縮減

が図られること

①指定管理料見積金額による評価
【計算式】

３０点×申請者の中の最低提案額÷当該事業者の提案額

＝得点（１点未満切り捨て）

②運営収支計画・経費縮減の考え方及び具体の方策

40 点×5 名

＝200 点
186 点

④地域教育力の向

上が図られること

①地域教育力の向上に対する基本的な考え方
②まちづくり活動、家庭教育、青少年健全育成等に関する
地域課題・ニーズの的確な把握
③地域課題・ニーズを踏まえた事業の計画
④教育活動に地域住民の参加を促進するための方策

75点×5名＝

375 点
276 点

⑤地域を担う人材

の育成が図られる

こと

①地域コミュニティ・まちづくりの担い手の育成に対する
基本的な考え方
②担い手の育成に向けた事業の計画
③担い手が活躍できる場の創出

50 点×5 名

＝250 点
186 点

⑥生涯学習情報の

提供の充実が図ら

れること

①多様な情報をわかりやすく効果的に提供
②ＳＮＳやウェブサイトなど情報発信手段の多様化

30 点×5 名

＝150 点
99 点

⑦人と地域を結ぶ

ネットワークの構

築が図られること

①地域コミュニティとの連携
②市民活動団体との連携
③行政との連携

30 点×5 名

＝150 点
122 点

⑧その他特に加点

すべき提案等
特に加点して評価すべき提案

10点×5名＝

50点
34 点

合 計 1,500 点 1,150 点


